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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

  

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。 

２ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

  

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はない。また、主要な関係会社に異動はない。 

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 
第95期 

第２四半期 
連結累計期間

第96期 
第２四半期 
連結累計期間

第95期

会計期間 
自 平成24年 4月 1日
至 平成24年 9月30日

自 平成25年 4月 1日 
至 平成25年 9月30日

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

売上高 (百万円) 80,179 93,231 176,142 

経常利益 (百万円) 955 3,849 4,226 

四半期(当期)純利益 (百万円) 464 2,282 2,346 

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 21 3,627 2,725 

純資産額 (百万円) 80,620 86,009 82,854 

総資産額 (百万円) 160,634 167,408 169,342 

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 4.96 24.37 25.05 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益 

(円) ― ― ― 

自己資本比率 (％) 50.2 51.4 48.9 

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 3,693 2,143 4,815 

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 26 △1,473 △483 

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △1,616 △2,013 △3,199 

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) 29,373 27,259 28,511 

回次 
第95期 

第２四半期 
連結会計期間

第96期 
第２四半期 
連結会計期間

会計期間 
自 平成24年 7月 1日
至 平成24年 9月30日

自 平成25年 7月 1日 
至 平成25年 9月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 7.56 19.91 

２ 【事業の内容】
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第２ 【事業の状況】 

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はない。 

  なお、重要事象等は存在していない。 

  

(注) 「第２ 事業の状況」に記載している将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グ

ループ（当社及び連結子会社）が判断したものである。また、金額には消費税等は含まれていない。 

  

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。 

  

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】
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(1) 業績の状況 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による各種政策の効果により景気は穏やか

に回復しつつある。 

建設業界においては、民間設備投資に持ち直しの動きがみられるものの、激しい受注・価格競争は

継続しており、引き続き厳しい経営環境にあった。 

また、当社の親会社であり最大の取引先である中部電力㈱においては、調達コスト削減をはじめと

して聖域を設けず経営効率化に取り組んでいる。 

当社グループとしては、こうした厳しい経営環境下においても安定した収益基盤を確立するため、

「経営効率化緊急対策会議」により、売上高・利益の拡大策、経費すべてにわたるコスト削減策を策

定、実践していく。 

当第２四半期連結累計期間の売上高は93,231百万円（前第２四半期連結累計期間と比較して13,052

百万円増加）、経常利益は3,849百万円（前第２四半期連結累計期間と比較して2,893百万円増加）、

四半期純利益は2,282百万円（前第２四半期連結累計期間と比較して1,817百万円増加）となった。 

  

セグメントの業績は、次のとおりである。 

（設備工事業） 

設備工事業は、太陽光発電関連工事や移動体通信基地局工事の増加などにより、完成工事高90,795

百万円（前第２四半期連結累計期間と比較して12,530百万円増加）となった。利益面については、増

収効果に加え、経費削減に努めたことなどにより、セグメント利益（営業利益）5,860百万円（前第

２四半期連結累計期間と比較して2,922百万円増加）となった。 

  

（その他） 

その他は、商品販売及び賃貸リースの売上高が増加したことなどにより、売上高4,249百万円（前

第２四半期連結累計期間と比較して732百万円増加）、セグメント利益（営業利益）271百万円（前第

２四半期連結累計期間と比較して65百万円増加）となった。 

  

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動に

よるキャッシュ・フローにおける増加に対し、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によ

るキャッシュ・フローにおける減少により1,251百万円減少し、四半期末残高は27,259百万円（前第

２四半期連結累計期間と比較して2,114百万円減少）となった。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3,827百万円、減価償却費2,169

百万円、売上債権の減少2,625百万円、未成工事支出金の増加1,899百万円、仕入債務の減少2,820百

万円、未払消費税等の減少1,523百万円などにより、2,143百万円の資金増加（前第２四半期連結累計

期間と比較して1,549百万円減少）となった。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1,533百万円などにより、

1,473百万円の資金減少（前第２四半期連結累計期間は26百万円の資金増加）となった。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済による支出937百万円、配当金の支払額

468百万円などにより、2,013百万円の資金減少（前第２四半期連結累計期間は1,616百万円の資金減

少）となった。 

  

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題に重要な変更はない。 

  

(4) 研究開発活動 

当第２四半期連結累計期間の研究開発費は134百万円である。 

なお、当第２四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はない。 

  

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因 

当社グループを取り巻く経営環境は、依然として厳しいものがある。したがって、経営成績に重要

な影響を与える主な要因としては、 

①電力会社の設備投資抑制による工事量の減少 

②建設市場の縮小による工事量の減少 

③得意先の倒産等による不良債権の発生 

などがあるが、的確なリスク管理と迅速な対応を図っていく。 
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(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

当社グループの財政状態については、総資産は前連結会計年度末と比較して1,934百万円減少し、

167,408百万円となり、負債合計は前連結会計年度末と比較して5,089百万円減少し、81,398百万円と

なった。 

この結果、純資産は前連結会計年度末の82,854百万円から86,009百万円へと増加し、自己資本比率

は前連結会計年度末の48.9％から51.4％となった。 

また、正味運転資金（流動資産から流動負債を控除した金額）は42,345百万円、流動比率は

188.7％であり、財務の健全性は保たれていると判断している。 

  

(7) 経営者の問題認識と今後の方針について 

当社グループ経営陣は、「社会のニーズに応える快適環境の創造」「未来をみつめ独自性を誇りう

る技術の展開」「考え挑戦するいきいき人間企業の実現」を経営理念の柱に掲げ、電力供給設備・電

気設備・環境関連設備・情報通信設備などの設計・施工などを営む総合設備企業として持続的な成長

を図り、事業活動を通じて社会貢献していくことが責務と考えている。 

このような認識のもと、『将来の成長を目指した事業基盤整備』を基本方針とする中期経営計画

（平成24年度から平成25年度まで）を推進している。 

平成25年度は、この2カ年計画の最終年度であり、市場環境は懸念されるものの、当社グループの

総力を挙げた取り組みを展開していく方針である。 
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第３ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項なし。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項なし。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項なし。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000 

計 200,000,000 

種類
第２四半期会計期間末 

現在発行数(株) 
(平成25年 9月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成25年11月14日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 96,649,954 96,649,954 

名古屋証券取引所 

東京証券取引所 

(市場第一部)

(市場第一部)

単元株式数 1,000株

計 96,649,954 96,649,954 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式 
総数残高 
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高 
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金 
残高 
(千円)

 平成25年 7月 1日～ 
 平成25年 9月30日 

― 96,649,954 ― 7,680,785 ― 6,831,946 

― 7 ―



  
(6) 【大株主の状況】 

平成25年 9月30日現在 

(注) 上記のほか当社所有の自己株式3,011千株（3.12％）がある。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

中部電力株式会社 名古屋市東区東新町1 48,330 50.01 

トーエネック従業員持株会 名古屋市中区栄1－20－31 6,806 7.04 

トーエネック共栄会 名古屋市中区栄1－20－31 2,220 2.30 

CBNY DFA INTL SMALL CAP 
VALUE PORTFOLIO 
（常任代理人 シティバンク銀行
株式会社） 

388 GREENWICH STREET ， 
NY ，NY 10013 ，USA 
（東京都品川区東品川2－3－14） 

1,060 1.10 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内2－7－1 1,006 1.04 

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海1－8－11 946 0.98 

野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町2－2－2 683 0.71 

トーエネック岡崎協力会持株会 岡崎市菅生町元菅17－2 670 0.69 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1-6-6 613 0.63 

BBH BOSTON FOR NOMURA JAPAN 
SMALLER CAPITALIZATION FUND 
620065 
（常任代理人 株式会社みずほ銀
行決済営業部） 

180 MAIDEN LANE ， 
NY ，NY 10038 ，USA 
（東京都中央区月島4-16-3） 

582 0.60 

計 ― 62,917 65.10 
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成25年 9月30日現在 

(注) １ 「完全議決権株式（自己株式等）」の欄は、全て当社保有の自己株式である。 

２ 「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ

2,000株（議決権2個）及び100株含まれている。 

３ 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式858株が含まれている。 

  

② 【自己株式等】 

平成25年 9月30日現在 

  

該当事項なし。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式  ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等)  ― ― ―

議決権制限株式(その他)  ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 

3,011,000 ― ―
普通株式 

完全議決権株式(その他) 普通株式 92,708,000 92,708 ―

単元未満株式 普通株式 930,954 ― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数  96,649,954 ― ―

総株主の議決権  ― 92,708 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義 
所有株式数 

(株)

他人名義 
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数

の割合(％)

(自己保有株式) 
名古屋市中区栄1－20－31 3,011,000 ― 3,011,000 3.12 

株式会社トーエネック 

計 ― 3,011,000 ― 3,011,000 3.12 

２ 【役員の状況】
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第４ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載

している。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成25年7月1日か

ら平成25年9月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)に係る

四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けている。 

  

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

２ 監査証明について
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年 3月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年 9月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 14,026 12,832

受取手形・完成工事未収入金等 ※1  48,881 46,258

有価証券 9,000 9,000

未成工事支出金 4,079 5,989

材料貯蔵品 2,596 2,466

商品 97 92

繰延税金資産 1,989 2,002

その他 12,602 11,529

貸倒引当金 △68 △99

流動資産合計 93,205 90,072

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 45,669 46,517

機械、運搬具及び工具器具備品 21,129 21,455

土地 27,103 27,219

建設仮勘定 248 503

減価償却累計額 △44,753 △46,055

有形固定資産合計 49,398 49,639

無形固定資産 1,094 1,089

投資その他の資産   

投資有価証券 16,212 18,255

繰延税金資産 8,510 7,444

その他 1,861 1,762

貸倒引当金 △940 △855

投資その他の資産合計 25,645 26,606

固定資産合計 76,137 77,336

資産合計 169,342 167,408
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年 3月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年 9月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 35,799 32,457

短期借入金 4,057 3,680

未払費用 5,849 5,801

未払法人税等 873 1,214

未成工事受入金 1,082 1,767

工事損失引当金 357 199

その他 4,464 2,606

流動負債合計 52,483 47,726

固定負債   

長期借入金 32 －

退職給付引当金 28,058 27,356

その他 5,913 6,315

固定負債合計 34,004 33,672

負債合計 86,488 81,398

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,680 7,680

資本剰余金 6,839 6,839

利益剰余金 67,166 68,980

自己株式 △1,422 △1,426

株主資本合計 80,264 82,074

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,416 3,822

繰延ヘッジ損益 139 16

為替換算調整勘定 32 96

その他の包括利益累計額合計 2,589 3,935

純資産合計 82,854 86,009

負債純資産合計 169,342 167,408
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
 【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年 4月 1日 
 至 平成24年 9月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年 4月 1日 
 至 平成25年 9月30日) 

売上高 80,179 93,231

売上原価 71,177 81,446

売上総利益 9,001 11,784

販売費及び一般管理費 ※1  8,333 ※1  8,064

営業利益 667 3,720

営業外収益   

受取利息 40 34

受取配当金 67 77

受取地代家賃 76 74

持分法による投資利益 272 81

その他 85 77

営業外収益合計 542 344

営業外費用   

支払利息 192 186

その他 62 29

営業外費用合計 254 215

経常利益 955 3,849

特別利益   

固定資産売却益 41 17

貸倒引当金戻入額 24 0

投資有価証券売却益 1 0

特別利益合計 67 17

特別損失   

固定資産除売却損 77 38

投資有価証券売却損 － 0

投資有価証券評価損 101 0

特別損失合計 179 39

税金等調整前四半期純利益 843 3,827

法人税、住民税及び事業税 167 1,168

法人税等調整額 211 376

法人税等合計 379 1,545

少数株主損益調整前四半期純利益 464 2,282

四半期純利益 464 2,282
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 【四半期連結包括利益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年 4月 1日 
 至 平成24年 9月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年 4月 1日 
 至 平成25年 9月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 464 2,282

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △312 1,401

繰延ヘッジ損益 △125 △123

為替換算調整勘定 △3 63

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 3

その他の包括利益合計 △442 1,345

四半期包括利益 21 3,627

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 21 3,627

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年 4月 1日 
 至 平成24年 9月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年 4月 1日 
 至 平成25年 9月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 843 3,827

減価償却費 2,200 2,169

貸倒引当金の増減額（△は減少） △43 △52

退職給付引当金の増減額（△は減少） △600 △702

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △61 －

その他の引当金の増減額（△は減少） 181 △158

受取利息及び受取配当金 △107 △111

支払利息 192 186

為替差損益（△は益） 10 △7

投資有価証券評価損益（△は益） 101 0

投資有価証券売却損益（△は益） △1 0

持分法による投資損益（△は益） △272 △81

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） 36 21

売上債権の増減額（△は増加） 6,303 2,625

未成工事支出金の増減額（△は増加） △3,122 △1,899

たな卸資産の増減額（△は増加） 133 135

仕入債務の増減額（△は減少） △4,004 △2,820

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,155 665

未払消費税等の増減額（△は減少） 583 △1,523

その他 519 723

小計 4,049 2,996

法人税等の支払額 △355 △853

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,693 2,143

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △58

有価証券の売却による収入 500 －

投資有価証券の取得による支出 △5 △15

投資有価証券の売却による収入 2 0

貸付金の回収による収入 6 7

有形固定資産の取得による支出 △904 △1,533

有形固定資産の売却による収入 91 36

利息及び配当金の受取額 302 321

その他 32 △233

投資活動によるキャッシュ・フロー 26 △1,473
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年 4月 1日 
 至 平成24年 9月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年 4月 1日 
 至 平成25年 9月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △28 △219

長期借入れによる収入 200 －

長期借入金の返済による支出 △147 △196

自己株式の取得による支出 △3 △3

リース債務の返済による支出 △978 △937

利息の支払額 △192 △187

配当金の支払額 △467 △468

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,616 △2,013

現金及び現金同等物に係る換算差額 5 92

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,109 △1,251

現金及び現金同等物の期首残高 27,264 28,511

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  29,373 ※1  27,259
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

※１ 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理している。 

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休業日であったため、次の期末日満期手形が前連結会計年度

末日残高に含まれている。 

  

(四半期連結損益計算書関係) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりである。 

  

  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

 
前連結会計年度 

(平成25年 3月31日)
当第２四半期連結会計期間 

(平成25年 9月30日)

受取手形 94百万円 ― 

 (自  平成24年 4月 1日 
至  平成24年 9月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成25年 4月 1日 
至  平成25年 9月30日) 

当第２四半期連結累計期間

従業員給料手当 4,262百万円 4,146百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 2 ― 

退職給付費用 469 432 

貸倒引当金繰入額 7 24 

減価償却費 553 488 

 (自  平成24年 4月 1日 
至  平成24年 9月30日) 

前第２四半期連結累計期間
 (自  平成25年 4月 1日 

至  平成25年 9月30日) 

当第２四半期連結累計期間

現金預金勘定 14,290百万円      12,832 百万円 

有価証券勘定 10,096  9,000  

預入期間が3か月以内の預け金 6,000  6,000  

預入期間が3か月を超える定期預金 △515  △572  

償還期限が3か月を超える有価証券 △497  ―  

現金及び現金同等物 29,373  27,259  
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(株主資本等関係) 

前第２四半期連結累計期間(自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日) 

１ 配当金支払額 

  

２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間末後となるもの 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成25年 4月 1日 至 平成25年 9月30日) 

１ 配当金支払額 

  

２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間末後となるもの 

  

決議 株式の種類
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年 6月27日 
定時株主総会 

普通株式 468 5 平成24年 3月31日 平成24年 6月28日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年10月30日 
取締役会 

普通株式 468 5 平成24年 9月30日 平成24年11月30日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年 6月26日 
定時株主総会 

普通株式 468 5 平成25年 3月31日 平成25年 6月27日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年10月29日 
取締役会 

普通株式 468 5 平成25年 9月30日 平成25年11月29日 利益剰余金
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間(自  平成24年 4月 1日  至  平成24年 9月30日) 

 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商品販売、賃貸リース、損害保
険代理業等を含んでいる。 

２ セグメント利益の調整額△2,477百万円には、セグメント間取引消去63百万円及び報告セグメントに配分し
ていない全社費用△2,541百万円が含まれている。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない四半期連
結財務諸表提出会社の管理部門に係る一般管理費である。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成25年 4月 1日  至  平成25年 9月30日) 

 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商品販売、賃貸リース、損害保
険代理業等を含んでいる。 

２ セグメント利益の調整額△2,411百万円には、セグメント間取引消去64百万円及び報告セグメントに配分し
ていない全社費用△2,475百万円が含まれている。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない四半期連
結財務諸表提出会社の管理部門に係る一般管理費である。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。 

  

  (単位：百万円) 

 

報告セグメント
その他
（注１）

合計
調整額
（注２）

四半期連結損益
計算書計上額 

(注３)設備工事業

売上高      

  外部顧客への売上高 78,265 1,914 80,179 ― 80,179 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

0 1,602 1,602 △1,602 ― 

計 78,265 3,516 81,782 △1,602 80,179 

セグメント利益 2,938 206 3,144 △2,477 667 

  (単位：百万円) 

 

報告セグメント
その他
（注１）

合計
調整額
（注２）

四半期連結損益
計算書計上額 

(注３)設備工事業

売上高      

  外部顧客への売上高 90,795 2,435 93,231 ― 93,231 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

0 1,813 1,813 △1,813 ― 

計 90,795 4,249 95,045 △1,813 93,231 

セグメント利益 5,860 271 6,132 △2,411 3,720 
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(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりである。 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。 

  

  

 第96期（平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで）中間配当については、平成25年10月29日開催の

取締役会において、平成25年 9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うこ

とを決議した。 

  

  (自 平成24年 4月 1日 
 至 平成24年 9月30日) 

前第２四半期連結累計期間
 (自 平成25年 4月 1日 
 至 平成25年 9月30日) 

当第２四半期連結累計期間

１株当たり四半期純利益(円) 4.96 24.37 

(算定上の基礎)   

四半期純利益(百万円) 464 2,282 

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― 

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 464 2,282 

普通株式の期中平均株式数（千株） 93,654 93,642 

２ 【その他】

① 配当金の総額 468百万円 

② １株当たりの金額 5円 

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成25年11月29日 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項なし。 
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平成25年11月14日

株式会社トーエネック 

取締役会  御中 

  

  

  

  

  
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社トーエネックの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期
間(平成25年７月１日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成
25年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算
書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを
行った。 
  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。 
  
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。 
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  
監査人の結論 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トーエネック及び連結子会社の平
成25年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ
た。 
  
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
以  上 

  

  

独立監査人の四半期レビュー報告書

有限責任 あずさ監査法人  

指定有限責任社員
業務執行社員 

 公認会計士  柴 田 光 明   印 

指定有限責任社員
業務執行社員 

 公認会計士  鬼 頭 潤 子   印 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管している。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。 

 



(注) 大阪本部は金融商品取引法で定める縦覧場所ではないが、投資家の便宜を図るために備え置くものである。 

【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の8第1項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成25年11月14日 

【会社名】 株式会社トーエネック 

【英訳名】 TOENEC CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員  越 智  洋 

【最高財務責任者の役職氏名】 ― 

【本店の所在の場所】 名古屋市中区栄一丁目20番31号 

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所 

  (名古屋市中区栄三丁目8番20号) 

 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 

 株式会社トーエネック 東京本部 

  (東京都豊島区巣鴨一丁目3番11号) 

 株式会社トーエネック 大阪本部 

  (大阪市淀川区新北野三丁目8番2号) 

 株式会社トーエネック 静岡支店 

  (静岡市葵区研屋町51番地) 

 株式会社トーエネック 三重支店 

  (津市桜橋二丁目177番地1) 

 株式会社トーエネック 岐阜支店 

  (岐阜市茜部中島三丁目10番地) 

 株式会社トーエネック 長野支店 

  (長野市三輪二丁目1番8号) 



当社代表取締役社長 社長執行役員 越智 洋は、当社の第96期第２四半期(自 平成25年7月1日 至 平

成25年9月30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認

した。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はない。 

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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